
令和８年度 子育てのための施設等利用給付認定申請書（兼現況届） 

野 々 市 市 長  宛 

    

次のとおり、申請します。また、市が給付認定に必要な世帯の市町村民税の課税情報及び世帯情報を閲覧し、 

その情報に基づき決定した内容を施設に対して提示することに同意します。 

 

保 護 者 

氏 名 
  

自 宅 ℡ （   ）   －      

携帯（父） （   ）   －      

携帯（母） （   ）   －      

現 住 所 〒921-88   野々市市 

令和７年 1 月 1 日の住所地 
父：□野々市市内  □野々市市外（                    ） 

母：□野々市市内  □野々市市外（                    ） 

令和８年 1 月 1 日の住所地 
父：□野々市市内  □野々市市外（                    ） 

母：□野々市市内  □野々市市外（                    ） 

( フ リ ガ ナ )  
男
・
女 

 
男
・
女 

 
男
・
女 児童氏名   

 

 

令和８年４月１日現在     年  月  日生（  ）歳     年  月  日生（  ）歳   年  月  日生（  ）歳 

個 人 番 号                                     

保育の必要性

の 有 無 

□有  □無 □有  □無 □有  □無 

※保育の必要性が「有」の場合、保育の必要性を証明する資料の添付が必要です。（裏  参照） 

利用施設名                         

認定を希望 

す る 期 間 
令和   年   月   日から  令和    年    月末日まで 

区

分 

児童との 

続 柄 
氏  名 生 年 月 日 個 人 番 号 勤 務 先 又 は 学 校 名 等 

児
童
の
世
帯
員
（
上
記
の
児
童
を
除
く
） 

父  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

母  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

祖父(同居)  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

祖母(同居)  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

  
Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ 

   年   月   日 
             

令和８年４月１日現在

の18歳未満の児童数 

０歳～５歳 小学１～３年生 小学４～６年生 １２歳～１７歳 

人 人 人 人 

令和   年  月  日 



以下の項目は、施設等利用給付認定（無償化）の対象者であるか確認する項目です。

（施設等利用給付認定に該当しない方は申請書の提出は不要です）

①児童の年齢は何歳ですか。

　□３歳児未満

　□３歳～５歳児 　⇒③へお進みください。

　　※兄弟での同時申請で、どちらにもチェックをつけた方は②へお進みください

②市町村民税非課税世帯ですか。

　□はい ⇒③へお進みください。

⇒３歳児未満は無償化の対象となりません。

③保育を必要とする理由

　　Ａ　保育を必要とする理由について、該当するものにチェックをつけてください。

　　Ｂ　保育の必要性を証明する資料を、申請書と一緒に提出してください。

父の状況 母の状況

□就労
（月48時間以上）

□就労
（月48時間以上）

就労証明書

□妊娠・出産 母子健康手帳の出産予定日がわかるページの写し
（出産が理由の場合、認定可能期間は出産日又は出産予定日の前後８週間です）

□育児休業 □育児休業 育児休業期間が記載された就労証明書又は勤務先の辞令等の写し

□疾病・障害 □疾病・障害

□介護・看護 □介護・看護

□就学 □就学

□求職活動 □求職活動

□その他
（　　　　　　）

□その他
（　　　　　　）

保育を行うことが困難であると認められる証明書
（例：災害復旧・・・り災証明書）

保育を必要とする証明書（申立書）及び添付書類

　⇒②へお進みください。

Ａ　保育を必要とする理由 Ｂ　保育の必要性を証明する資料

（資料の添付がない場合は、保育の必要性がないものとして認定されます）

　□いいえ
※兄弟での同時申請で、３歳～５歳児の児童も申請する場合は③へお進みください。

※就労を理由とする場合、週３日以上又は月12日以上

（かつ月48時間以上）の就労が必要です

３歳児未満 ：令和５年４月２日以降の生まれの子ども

３～５歳児：令和２年４月２日～令和５年４月１日生まれの子ども


